
第４章 計画の基本理念と施策の体系 

 
１ 墨田区がめざす健康づくりと計画の基本理念 

 

本計画では、墨田区がめざす健康づくりとして、「生涯にわたり、健康に暮らせるしくみ

をつくる」を設定し、健康づくりを推進していきます。 

健康づくりの推進にあたっては、これまでの病気の早期発見・早期対応から、健康の維

持・増進により発病を予防する「一次予防」を重視した施策への転換を図り、区民一人ひ

とりの健康づくりを、地域・民間・区など社会全体で支援することで、健康寿命の延伸を

図っていきます。 

そして、この健康づくりに向けた取り組みを進めるため、「基本理念」として次の 3 点を

かかげ、計画の推進を図ります。 

 

墨田区がめざす健康づくり 

「生涯にわたり、健康に暮らせるしくみをつくる」

 

  

 

 

 
基本理念：区民が主役の健康づくり 

 

 

 

 

 

基本理念：健康を支えあう地域づくり  

 

 

 

 

 

基本理念：健康を実現できる環境づくり 

・区民自らが、それぞれのライフステージに応じて、積極的に健

康づくりに取り組み、健康増進に向けたよりよい生活習慣をつ

くっていけるような支援を進めます。 

・区民だれもが健康で充実した生活を送れるよう、健康を支えあ

う家族・仲間などの地域組織づくりを進めます。 
・医療や介護等の支援が必要になっても、地域で質の高い生活を

送ることができる地域ケア体制づくりを進めます。 

・安全で快適にゆとりをもって暮らせるための食の安全確保や、

健康の基盤となる生活環境づくりを進めます。 
・区民一人ひとりの健康を実現するために必要な保健医療の環境

づくりを進めます。 
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区民一人ひとりの健康づくりを支援する 

親と子の健康づくりを支援する 

だれもが生きがいを持って暮らせる地域づくりを支援する

生活環境における保健衛生上の安全と安心を確保する

適切な保健医療体制づくりを進める 

 

 

２ 基本目標 

基本理念に基づき、次の５つを「基本目標」として設定し、健康づくり施策を展開してい

きます。 
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３ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

墨田区がめざす健康づくり 

基本理念 

区民が主役の健康づくり 

健康を支えあう地域づくり 

健康を実現できる環境づくり 

生涯にわたり、健康に暮らせる 
しくみをつくる 
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基本目標 施策の方向性 

１ 区民一人ひとりの健康づくり 
を支援する 

(1)健康によい食生活を送る～食生活・栄養～ 

(2)生活の中に適度な運動を取り入れる～身体活動・運動～

(3)ストレスに適切に対処する～こころの健康・休養～

(4)禁煙を心がける～たばこ～ 

(5)適量飲酒を心がける～アルコール～ 

(6)歯と口腔の健康を保つ～歯の健康～ 

(7)積極的に外出し、会話を楽しむ～とじこもり予防～

(8)自らの健康状態を把握し、生活習慣を改善する 

～がん・高血圧・脳血管疾患・心臓病・糖尿病～ 

２ 親と子の健康づくりを 
支援する 

(1)思春期の健康づくりを支援する 

(2)安心・安全な妊娠・出産を支援する 

(3)子どもの保健医療の環境を整備する 

(4)子どものこころの安らかな発達と育児不安を軽減する

３ だれもが生きがいを持って暮 
らせる地域づくりを支援する 

(1)身体障害者・知的障害者の健康づくりを支援する 

(2)精神障害者の健康づくりを支援する 

(3)難病の人を支援する 

(4)地域リハビリテーションを強化する 

(5)公害保健を充実する 

(6)健康を支えあう家族を支援する 

４ 生活環境における保健衛生上 
の安全と安心を確保する 

(1)食品の安全を確保する 

(2)安心な生活環境をつくる 

(3)薬事の適切な環境をつくる 

(4)動物の衛生と愛護の環境をつくる 

(5)感染症のまん延を防止する 

(6)エイズ・性感染症から身を守る 

(7)結核から身を守り、まん延を防止する 

(8)薬物の乱用から身を守る 

(9)健康にやさしい都市環境をつくる 

５ 適切な保健医療体制づくりを 
進める 

(1)保健の環境を整備する 

(2)地域医療を充実する 

(3)健康危機管理体制を確立する 

数
値
目
標
設
定 
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